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有
害
生
物
・
野
生
鳥
獣
被
害
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

日
本
の
基
幹
産
業
で
あ
る
農
林
水
産
業
は
、
地
方
に
と
っ
て
の
生
活
基
盤
で
あ
り
、
日
本
の
自
給
率
は
も
と
よ
り
、
国
民
の

食
卓
に
安
心
、
安
全
な
食
品
を
提
供
す
る
上
で
も
重
要
な
産
業
で
あ
る
。

し
か
し
、
近
年
の
経
済
不
況
に
加
え
、
地
方
財
政
を
支
え
て
き
た
公
共
事
業
が
、
新
政
権
に
よ
る
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
実
現
の
財

源
確
保
の
た
め
に
見
直
し
と
な
り
、
よ
り
一
層
、
地
方
経
済
を
疲
弊
さ
せ
、
地
方
自
治
体
の
財
政
を
も
脆
弱
化
さ
せ
て
い
る
。

そ
の
様
な
中
に
お
い
て
、
農
業
、
水
産
業
に
多
大
な
る
影
響
を
お
よ
ぼ
す
野
生
鳥
獣
及
び
有
害
生
物
の
大
型
ク
ラ
ゲ
、
ト
ド

等
の
被
害
が
深
刻
な
状
況
と
な
っ
て
い
る
。
本
州
最
北
端
の
津
軽
海
峡
に
面
し
漁
業
を
基
幹
産
業
と
し
た
人
口
二
千
五
百
人
余

り
の
青
森
県
佐
井
村
に
お
い
て
は
、
大
型
ク
ラ
ゲ
の
被
害
と
し
て
、
平
成
二
十
一
年
七
月
か
ら
平
成
二
十
二
年
二
月
ま
で
に
お

い
て
、
七
千
九
百
十
九
万
千
円
、
ト
ド
被
害
に
つ
い
て
は
、
平
成
十
八
年
か
ら
平
成
二
十
一
年
ま
で
の
四
年
間
に
お
い
て
、
一

億
千
八
百
六
十
三
万
六
千
円
と
な
っ
て
い
る
。
更
に
、
猿
、
熊
、
カ
モ
シ
カ
な
ど
の
野
生
鳥
獣
に
よ
る
被
害
も
、
平
成
十
九
年

度
か
ら
平
成
二
十
一
年
度
に
お
い
て
八
百
二
万
四
千
円
と
な
っ
て
お
り
、
大
型
ク
ラ
ゲ
及
び
ト
ド
等
、
有
害
生
物
及
び
野
生
鳥

獣
に
よ
る
被
害
総
額
は
、
二
億
五
百
八
十
五
万
千
円
に
上
っ
て
い
る
。

今
後
も
被
害
の
増
大
が
予
想
さ
れ
、
農
林
水
産
業
者
の
生
活
基
盤
が
脅
か
さ
れ
る
と
と
も
に
、
地
域
経
済
に
大
き
な
打
撃
と

一



な
る
と
予
想
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
国
と
し
て
よ
り
一
層
の
抜
本
的
か
つ
速
や
か
な
対
応
、
発
生
原
因
の
徹
底
追
及
な
ど
の
シ
ス
テ
ム
の
構
築

と
対
策
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

こ
れ
ら
を
踏
ま
え
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
質
問
す
る
。

一

大
型
ク
ラ
ゲ
の
国
際
的
な
発
生
原
因
の
究
明
と
根
絶
が
急
務
で
あ
る
が
、
日
中
韓
に
よ
る
大
型
ク
ラ
ゲ
国
際
共
同
調
査
は

ど
こ
ま
で
進
ん
で
い
る
の
か
。
ま
た
、
発
生
原
因
の
究
明
、
具
体
的
な
根
絶
方
法
は
見
出
さ
れ
て
い
る
の
か
。

二

農
作
物
被
害
対
策
の
鳥
獣
被
害
防
止
総
合
対
策
交
付
金
の
事
業
実
施
主
体
が
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
の
に
対
し
、
有
害
生

物
漁
業
被
害
防
止
総
合
対
策
事
業
の
実
施
主
体
は
民
間
団
体
で
、
約
十
九
億
円
の
対
策
費
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
地
方
公
共

団
体
に
お
け
る
大
型
ク
ラ
ゲ
、
ト
ド
等
の
有
害
生
物
漁
業
被
害
対
策
費
の
負
担
が
増
大
し
て
き
て
い
る
現
状
に
対
し
、
国

は
、
市
町
村
へ
の
交
付
金
制
度
を
充
実
さ
せ
る
べ
き
と
思
う
が
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

三

ト
ド
被
害
対
策
と
し
て
の
ト
ド
採
捕
に
つ
い
て
、
現
在
、
青
森
県
佐
井
村
に
お
い
て
は
四
頭
を
上
限
と
す
る
駆
除
対
策
が

な
さ
れ
て
い
る
。
国
と
し
て
、
ト
ド
被
害
に
つ
い
て
、
実
際
の
被
害
状
況
を
調
査
、
把
握
し
、
被
害
地
域
に
対
す
る
採
捕
頭

数
の
対
策
等
に
つ
い
て
各
関
係
団
体
と
協
議
を
行
っ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
採
捕
頭
数
を
増
や
す
べ
く
要
望
に
は
速
や
か
な

二



対
応
が
で
き
る
の
か
。

四

ニ
ホ
ン
ザ
ル
の
被
害
対
策
に
つ
い
て
、
二
〇
〇
九
年
度
に
お
け
る
青
森
県
下
北
半
島
に
生
息
す
る
ニ
ホ
ン
ザ
ル
一
斉
調
査

で
は
、
五
十
一
群
（
約
一
千
八
百
六
十
一
頭
）
で
あ
り
、
毎
年
増
頭
傾
向
に
あ
る
。
（
地
元
の
方
々
の
話
で
は
、
下
北
半
島

に
生
息
す
る
猿
は
二
千
頭
を
超
え
る
と
の
こ
と
。
）
そ
の
中
に
お
い
て
第
二
次
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
に
基
づ
い
て
実
施

さ
れ
て
い
る
ニ
ホ
ン
ザ
ル
の
捕
獲
は
、
被
害
レ
ベ
ル
の
高
い
群
れ
の
増
加
率
か
ら
算
定
さ
れ
る
個
体
調
整
（
い
わ
ゆ
る
、
ま

び
き
）
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
被
害
拡
大
の
抑
制
に
つ
な
が
る
か
疑
問
で
あ
り
、
抜
本
的
な
問
題
解
決
に
は
な
っ
て

い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
国
と
し
て
群
れ
捕
獲
を
含
め
た
有
効
的
な
捕
獲
方
法
を
検
討
し
て
い
る
の

か
。
ま
た
、
第
三
次
特
定
鳥
獣
保
護
管
理
計
画
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
対
策
を
考
え
て
い
る
の
か
。

五

現
在
、
青
森
県
庁
内
に
お
け
る
ニ
ホ
ン
ザ
ル
被
害
対
策
に
関
す
る
担
当
部
署
は
、
自
然
保
護
課
、
文
化
財
保
護
課
、
食
の

安
全
安
心
推
進
課
と
多
岐
に
分
か
れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
被
害
の
情
報
収
集
や
被
害
対
策
の
遅
れ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ

と
が
予
想
さ
れ
る
。
国
と
し
て
、
被
害
地
域
の
県
庁
内
に
ニ
ホ
ン
ザ
ル
被
害
対
策
室
と
し
て
一
元
化
す
る
べ
く
指
導
す
る
考

え
は
な
い
の
か
。

六

ニ
ホ
ン
ザ
ル
被
害
対
策
と
し
て
、
効
果
が
期
待
さ
れ
、
全
国
的
に
普
及
が
進
ん
で
い
る
モ
ン
キ
ー
ド
ッ
グ
の
導
入
に
つ
い

三



て
、
国
と
し
て
今
後
促
進
す
る
た
め
の
支
援
策
は
考
え
て
い
る
の
か
。

右
質
問
す
る
。

四


